
Ｎ
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防災協力農地

市立東本郷小学校

東本郷五丁目
公園

東本郷第三公園

東本郷第六公園

東本郷第ニ公園

東本郷第一公園

東本郷公園

東本郷第四公園

東本郷第五公園

東本郷下田公園

東本郷六丁目第二公園

東本郷六丁目公園

東本郷六丁目第三公園

東本郷団地公園

東本郷台公園

市立東鴨居中学校

県立みどり養護学校

ＪＲ鴨居駅

市立城郷中学校

東本郷コミュニティスクール

東本郷地域ケアプラザ

訪問介護
ステーション

本郷神社

東観寺

泉谷寺

西光寺
林光寺

本柳寺

杉山神社

菅田日向根公園

市道鴨居297号線

市道東本郷
218号線

おすすめの回廊ルート
（緑と水の回廊マップ）

歴史資源

ビューポイント

さくら並木

けやき並木

東本郷地区

町界

公園・緑地等

学校

公共公益施設等

寺社

斜面樹林

農業専用地区

生産緑地地区

公園・生産緑地以外の
主なオープンスペース

散歩モデルコース①
（鴨居駅周辺の魅力マップ）

散歩モデルコース②
（鴨居駅周辺の魅力マップ）

緑地協定区域

東耕地遺跡

一里塚
（椿塚）

庚申塔

庚申塔宗光寺跡

天神像

俗体男女並座像浮彫墓標
（市指定文化財）

波切不動明王
奇利吹の滝

五輪塔
板碑

殿谷遺跡

鴨居駅前

林光寺前

東観寺入口

御嶽前

東本郷町

住吉神社前

城郷中学校

泉谷寺団地前

菅田住宅入口

東通

南通

原通

菅田町

水路敷きを活かした
「みどりの小道」の整備

レクリエーションの場
としての整備

市民農園・体験学習等
による農地の活用

宅地ファサードの緑化
（特に散歩ルート沿い）

花壇づくり

小型バスルート沿いの
ブロック塀の生垣転換
促進

横浜市未利用公益用地の活用

東本郷公園の拡張整備

①東本郷公園の拡張整備

②花いっぱい運動の展開

③水路敷き（公共下水道敷設済み）におけ

　る「みどりの小道」の整備

④鶴見川河川敷管理と整備

⑤ブロック塀の生垣転換促進

⑥農地の保全と活用

⑦横浜市未利用公益用地の活用

短期 中期 長期取り組み内容

※短期…すぐに取り掛かれるもの（概ね５年間）

※中期…様々な調整に時間を要するもの（概ね10年間）

※長期…長時間かけて徐々に準備するもの（概ね20年間）
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４－①
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

東本郷公園

東本郷公園拡張整備箇所

SCALE　1/1000

Ｎ

0 10 25 50ｍ

東本郷公園の拡張整備

東本郷公園

〇東本郷公園は拡張整備をおこない、緑のオープンスペースの拡充を図ります。また、地域の主

　要な歩行者動線上にあることから、歩行者空間の快適性の向上にも寄与するよう配慮します。

〇新規整備箇所の内容については、公園愛護会を中心に整備内容を検討し、これに基づく形で整

　備します。

公園拡張整備箇所の整備内容

について検討します。
短
期

・公園愛護会を中心とする

　公園整備内容の検討

方針４．(1)公園の活用

●環境学習などの場　●市民参加の運営　●公園の運営管理

方針６．(3)地域活動の推進　●多くの住民が集まれる施設

・計画調整

東本郷公園を拡張整備します。 ・公園用地の取得および整備

時期
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時期

花いっぱい運動

４－②
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

ケヤキの足元緑化

花いっぱい運動の展開

東本郷地区全体

〇地域での活動要望の高い「花いっぱい運動」の活動場所や管理等について考えます。

〇具体的には、特定の場所や散歩道沿いにおける花木の植栽や、花と緑の魅力を地域に広める

　ＰＲ活動などが考えられます。

花いっぱい運動のメンバーを

呼びかけます。
短
期

・地元への呼びかけ

方針２．(1)計画的開発区域　●花の植栽

方針４．(4)鶴見川河川敷の管理と整備

●散歩道沿道への花の植栽、維持管理の実施

方針４．(2)緑の保全と創造　●住宅地の緑化　●緑の保全

方針５．(3)花いっぱい運動　●各地域における花いっぱい運動

方針６．(2)出会いと交流の促進

●地域の住民と交流する機会　●イベントの開催

方針６．(3)地域活動の推進

●人材の発掘　●地域の活動・調査・情報公開　

・苗木、種、コン

　テナ等の補助に

　ついての紹介

花いっぱい運動を展開します。

（案）

「小型バス停留所の緑化」

「ケヤキ並木の足元緑化」

「東本郷小学校等の公共施設

　緑化」

「鶴見川花壇づくり」

・地元合意形成

・緑化活動

・維持管理、清掃活動等

宅地内、建物前面の緑化推進

による緑のＰＲ活動

・緑の魅力のＰＲ等は、地

　域まちづくり推進条例の

　助成制度を活用しながら

　進めていきます。

・合わせて、緑地協定の締

　結に向けた検討を進めま

　す。

・設置の許可等 ・苗木等については、横浜

　市緑の協会や横浜市環境

　創造局による補助を活用

　していきます。

・自治会が主体になった

　ガーデニングイベント

　の開催等
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部分的に道沿いで花いっぱい

運動による花を植えます。

東本郷公園の入口空間として花いっ

ぱい運動の活動を推進します。

既存の下水道暗渠が活用

できそうな場所

「みどりの小道」整備イメージ

0 20 50 100ｍ

Ｎ

SCALE　1/1500

地区プラン関連項目

方針１．(4)歩行空間の充実と公共交通機関の整備

●散策ルートの設定と整備

方針４．(2)緑の保全と創造

●住宅地の緑化

４－③
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

水路敷き（公共下水道敷設済み）における「みどりの小道」の整備

県公社第二団地南側水路敷き・東本郷公園北側水路敷き

〇現在、一部閉鎖されている緑土木事務所管理の水路敷きを活用し、避難ルートとしてだけでな

　く地域の魅力資源となる「みどりの小道」計画の検討を進めます。

〇水路敷きの沿道住民の合意形成をした上で、段階的に整備していきます。

〇団地や住民に面する箇所はプライバシーに配慮して花いっぱい運動による生垣や連続植栽帯を

　確保するなど、地域の魅力資源となるような管理・運営の仕方を考えます。

水路敷き内「みどりの小道」

の計画を検討します。
短
期

・地域まちづくり推進

　条例による支援

・計画調整

その他の水路敷き内「みどり

の小道」を整備します。
長
期

・遊歩道整備・沿道住民の合意形成

・花いっぱい運動による緑化等

・管理運営組織の立上げ

・沿道住民の合意形成

・計画の立案

現在も公開されている東本郷

第四公園側の「みどりの小道」

を整備します。

中
期

・遊歩道整備・沿道住民の合意形成

・花いっぱい運動による緑化等

・管理運営組織の立上げ

東本郷第四公園

東本郷公園

時期

・遊歩道の計画にあた

　っては、地域まちづ

　くり推進条例の助成

　制度を活用しながら

　進めていきます。

水路敷きにおける「みどりの小道」整備イメージ（西側）



避
難
ル
ー
ト

東本郷下田公園

東本郷
地域ケアプラザ

県公社
東本郷
第二団地

水路敷き「みどりの小道」整備イメージ

（一時避難場所候補地） 団地や住宅に面した箇所はプライ

バシーに配慮し生垣等を植えます。

部分的に道沿いで花いっぱい

運動の活動を推進します。

災害時には避難ルートとして

使えるように推進します。

避
難
ル
ー
ト

Ｎ

0 20 50 100ｍ

SCALE　1/1000

水路敷きにおける「みどりの小道」整備イメージ（東側）
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４－④
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

鶴見川河川敷管理と整備

鶴見川河川敷

〇「東本郷水と緑の回廊協議会」などが主体となって、河川敷の清掃、遊歩道沿道へ桜並木の延

　長、維持管理の実施、及び水辺に親しむ空間としての整備などをおこないます。

〇また、住民・ボランティア団体と行政の協働により、鶴見川河川敷の管理と整備を進めていき

　ます。

鶴見川河川敷清掃イベント

（草刈等）を継続します。

短
期

・鶴見川関連団体との連携

方針４．(4)鶴見川河川敷の管理と整備

●レクリエーションの場としての整備

●散歩道沿道への花の植栽、維持管理の実施

方針６．(2)出会いと交流の促進

●地域の住民と交流する機会

●イベントの開催　●地域間での情報交換

方針６．(3)地域活動の推進　●人材の発掘

鶴見川沿いの緑化を進めます。・緑化推進

桜並木

河川敷 花壇づくり

時期

鶴見川沿いにベンチ等の設置

を進めます。

中
期

・ベンチ等の設置 ・市民、地域と横浜市が

　連携を取りながら神奈

　川県に働きかけていき

　ます。

鶴見川河川敷を管理するメン

バーを呼びかけます。

・地元への呼びかけによる

　担い手の拡大

・学校等への呼びかけ

・苗木等については、横

　浜市緑の協会や横浜市

　環境創造局による補助

　を活用していきます。
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４－⑤
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

時期

ブロック塀の生垣転換促進

東本郷地区全体

〇プライバシーを確保し、街並み景観にも貢献する建て替え時でのブロック塀の生垣転換に向け

　たルールづくりを促進します。

〇最初は防災上の危険性の高い箇所などで取り組むなど、防災まちづくりとも合わせて優先順位

　などを住民同士で取り決めます。

建て替え時期に合わせたブロ

ック塀の生垣や緑化壁（トレ

リス等）転換を進めます。

中
期

・ブロック塀の生垣転換

方針２．(1)計画的開発地域　●建築物の規制・誘導　●まちのルールづくり

方針２．(4)地区計画や建築協定などの活用　●まちのルールづくり

方針４．(2)緑の保全と創造　●住宅地の緑化

・ブロック塀の生垣化につ

　いては、横浜市緑の協会

　の補助や、地域まちづく

　り推進条例の助成制度を

　活用しながら進めていき

　ます。

・合わせて、緑地協定の締

　結に向けた検討を進めま

　す。

・助成制度の紹介

・地域まちづくり

　推進条例による

　支援

例　ケヤキ通り沿いのブロック塀の緑化
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４－⑥
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

農地の保全と活用

東本郷地区全体

〇農地について小中学校での総合学習の場としての活用や、災害時の一時的な避難空間・復旧資

　材置場などとしての活用、地域住民が集えるコミュニティの場としての活用などを検討してい

　きます。また、農家と地区住民との日常的な交流を図るための地域での仕組みづくりや、関係

　機関やボランティア団体などとの連携を進めます。

〇農家との連携により、地区内における街路樹などの落ち葉の堆肥としての活用、良質な堆肥づ

　くりの勉強会等の実施を進めます。

〇さらに、農地保全に関する各種制度の活用により、地域での地場農作物の消費拡大による農地

　利用活性化や、市民農園の開設などについても検討していきます。

総合学習の場として、遊休農

地で学校体験農園をつくりま

す。

中
期

・地元農家、農協との協力

・学校長との調整

方針４．(3)農地の保全と活用

●農業専用地区を総合学習の場

●農地保全・市民農園

方針６．(2)出会いと交流の促進

●地域の住民と交流する機会　

●子どもと高齢者がふれあう場の創出

●イベントの開催　●地域間での情報交換

方針６．(3)地域活動の推進

●既存施設の有効利用等

農業経営者を学校に講師とし

て招聘します。

遊休農地を利用して、市民の

コミュニティの場とします。

・地元農家、農協との協力

・特定農地貸付法の活用

（農地所有者等による特区

　農園の開設）

・市民農園制度の

　地主への紹介

・特区農園等の市

　民利用型農園の

　開設手続き

・地域まちづくり

　推進条例による

　支援

地元農家の農産物を販売する

即売所、朝市を開催します。

・地元農家、農協との協力 ・公園等における

　朝市開催の許可

朝市イメージ

市民農園イメージ

時期

・地元農家、農協との協力

・学校長との調整

・遊休農地の活用に向けて

　は、地域まちづくり推進

　条例の助成制度を活用し

　ながら進めていきます。
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４－⑦
名称

場所

計画の内容

内容 横浜市の役割市民・地域の役割 備考

プロジェクトイメージ

地区プラン関連項目

横浜市未利用公益用地の

　土地の使い方検討

地域の防災器具置場

地域の倉庫

（祭具等の収容）

地域の花壇

（花いっぱい運動）
地域の菜園

地域の駐車場

横浜市未利用公益用地の活用

東本郷六丁目第三公園南側

〇横浜市で保有する小規模な土地の中には、利用の決まっていない土地があります。これらの土

　地を、一部を除き、有償で地域のまちづくりや市民の交流の場として活用することができます。

〇東本郷地区では、東本郷六丁目第三公園の南側に約198㎡の未利用地があり、この用地の使い

　方について検討を進めます。

横浜市未利用公益用地の使い

方について検討します。
短
期

・検討会の開催

・住民アンケートによる

　土地活用意向の把握等

方針６．(2)出会いと交流の促進　●地域の住民と交流する機会　

●子どもと高齢者がふれあう場の創出　●イベントの開催　

●地域間での情報交換

方針６．(3)地域活動の推進　●既存施設の有効利用等　

●多くの住民が集まれる施設　●地域の活動・調査・情報公開

横浜市未利用公益用地を市民

の場として活用します。

中
期

・花いっぱい運動による

　緑化等

・土地使用の許可

横浜市未利用公益用地の使い方イメージ

横浜市未利用公益用地

約198㎡

東本郷六丁目

第三公園
東本郷六丁目

第二公園

時期


